
令和2年度

都 道 府 県 名　　　秋　　 田　 　県

所　　在　　地 　　　雄 勝 郡 羽 後 町

　　　公益社団法人
　　　秋田県農業公社

事 業 主 体 名

羽後2期地区　草地畜産基盤整備事業

A第93103号業務委託　　閲覧図書



　　雄勝郡羽後町堀内字七久保

　　令和 3年 2月 26日

　　建築設計業務 1,260 ㎡
　　地質調査業務 1 式

数　量 単　位

建築設計業務 1 式

　　　家畜保護施設 1 棟 936.00 ㎡

　　　堆　肥　舎 1 棟 324.00 ㎡

地質調査業務 1 式

業 務 内 容 説 明 書

羽後2期 地区 草地畜産基盤整備事業 A第93103号 業務委託

業 務 場 所

完 成 期 日

業 務 概 要

工　　種 摘　　　　　　　要
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300 m

Page 1 of 1地理院地図 / GSI Maps｜国土地理院
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家畜保護施設建設予定箇所

羽後2期地区　草地畜産基盤整備事業

　A第93103号業務　　位置図

建築設計業務　１式

地質調査業務　１式

https://maps.gsi.go.jp/


令和２年度

羽後２期地区 A第93103号

草地畜産基盤整備事業 業務委託

特 記 仕 様 書

公益社団法人 秋田県農業公社
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第1 委託業務の内容

本業務の内容は、建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第25条の規定に基づく告

示(平成21年１月７日国土交通省告示第１５号)に定める標準業務とするほか、営繕工

事設計業務委託共通仕様書によるものとする。

第2 業務概要

1．業務名称

羽後2期地区 草地畜産基盤整備事業 A第93103号業務委託

2．計画施設概要

(1)施設の場所

雄勝郡羽後町堀内字七久保

(2)施設の条件

ア 施設の延べ面積 1,260㎡

イ 主要構造 木造

第3 業務仕様

1．管理技術者の資格要件

・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に定める一級建築士

2．設計業務の範囲

ア 基本設計

業 務 内 容

項 目 細 目

1 法令上の諸条件の調査及び関係機関と (1)法令上の諸条件の調整

の打合せ (2)計画通知等手続に係る関係機関との打

ち合わせ

2 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打ち合わせ

3 基本設計図書の作成

イ 実施設計

業 務 内 容

項 目 細 目

1 建築主の要求の確認 (1)設計条件の変更等の場合の協議

2 実施設計方針の策定 (1)総合検討

(2)実施設計のための基本事項の確定

(3)実施設計方針の策定及び建築主への

説明

3 実施設計図書の作成 (1)実施設計図書の作成
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業 務 内 容

項 目 細 目

4 実施設計内容の建築主への説明等

5 積算業務 (1)積算数量算定書の作成

(2)単価作成資料の作成

(3)見積検討資料作成及び見積徴収

6 建築確認申請関係等手続業務

第4 業務の実施

1．一般事項

(1)業務は、適用基準等により行う。

(2)積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等により行う。

2．打合せ等

(1)業務着手時

(2)調査職員又は管理技術者が必要と認めた時

3．適用基準等

(1)畜舎・堆肥舎の建築設計に係る告示・解説

(2)草地開発整備事業計画設計基準

(3)特記なき場合は、国土交通大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。

4．資料の貸与

(1)貸与資料の取扱いは次のとおりとする。

・参考図書及び貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合や、解釈に疑義が生じ

た場合は、調査職員と協議する。

・参考図書は最新版を用い、作業中に改訂された場合には調査職員と協議する。

・貸与資料は原則として、業務着手時に一括で貸与するものとし、調査職員から請

求があった場合のほか、完了時には一括で返納しなければならない。

第5 契約変更

発注時の計画面積と成果品の床面積の合計に差異が生じた場合の変更は、発注者に

起因する設計条件変更があった場合等を除き、原則行わない。

第6 成果品

1．基本設計関係図書等 ・・・・・一式

2．実施設計関係図書等 ・・・・・一式

(1)実施設計図・・・・・部数、縮尺は適宜

・特記仕様書

・建築総合

・電気設備

・機械設備

・その他
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・実施設計図縮小版 ・・・ 部数適宜

製本形態・・適宜

(2)構造計算書

・ 畜舎・堆肥舎等の建築設計に係る告示・解説」に基づく外圧の設定条件を明記「

するとともに、構造計算に用いたプログラム名称も明記すること。

(3)積算業務関係資料

(4)建築確認申請関係等手続資料

・ 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」を含む。「

第7 検 査

1.受注者は成果品の検査を受ける場合、あらかじめ成果品及びその他の関係資料を準

備して責任者を立ち会わせなければならない。

2.検査に当たり必要な機器類は発注者が準備し、検査員が閲覧を希望する書類の検索

・閲覧を行うための機器操作は受注者が行うことを原則とする。

3.受注者の都合で検査に必要なソフトウェアを準備する場合は、機器類を含めて用意

することが出来るものとする。

第8 その他

1.上記の各条項で不明の事態が生じた場合は、発注者と協議するものとする。

2.作業にあたって、既構造物・農作物・立木などを破損させた場合はすべて受注者の

責任において復旧・補償しなければならない。
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1. 共通仕様書の適用

本業務の施行にあたっては 「秋田県委託業務等共通仕様書(以下 「共通仕様書」と、 、

いう)に基づき実施しなければならない。

2. 共通仕様書に対する特記事項

共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

第1篇 共 通 編

第1章 総 則

第1節 業務内容

本業務は、草地畜産基盤整備事業 羽後2期地区において予定している家畜保護

施設等の建築に資するための地質調査を行うものである。

第2節 打合せ等

打合せ時期については、調査職員の指示する日又は業務担当者が必要とする日に

行うものとする。なお、業務着手時及び業務完了時の打合せには管理技術者が立ち

会うものとする。

打合せにおいて指示又は承認した事項は本仕様書と同等の効力を有するものとす

る。

第3節 一般事項

1.一般事項は次のとおりである

(1)業務の工程計画、作業責任者・作業分担及びその他必要な事項については事前に調

査員と打合せ、承諾を得るものとする。

(2)支障となる有価木について

支障となる有価木については伐採前に樹種、寸法、数量、所有者を調査し、写真を

添えて調査職員に提出し指示を受けること。

第2章 業務内容

第1節 一般事項

1.本業務に関しては「農業農村整備事業 設計積算要領(調査・測量・設計)」(秋田県

農林水産部編)を優先して適用する。他の図書を適用する場合は調査職員の指示を受

けるものとする。

第2節 調査項目

1.本業務における作業項目および数量は、数量表のとおりとする。
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2.業務箇所については、事前に調査職員と打合せを行い、承諾を得るものとする。

3.スウェーデン式サウンディングの位置及び調査深は、調査員と十分協議して決定

するものとする。

第3章 段階確認

第1節 一般事項

1.段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。

(1)受託者は、設計図書に定められた工種及び調査職員の定めた工種の施工段階におい

て、段階確認をうけなければならない。

(2)段階確認を受ける段階になったときは、事前に報告(工種、工期、予定時期)を行わ

なければならない。

(3)調査職員が段階確認を机上で行おうとした場合、施工管理記録、写真等の資料を整

備し、これを提出しなければならない。

第2節 対象工種

1.本業務において段階確認を受ける対象工種等は、次のとおりとする。なお、対象箇

所数は、調査職員と打合せのうえ決定する。

工 種 細 別 確認時期 確認事項

ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式 調査中又は完了 調査深

第4章 成果品

第1節 成果品の提出

1.提出すべき成果品及び提出部数は、下記に示すものとする。

区 分 規 格 提出部数 備 考

報告書(紙媒体) A4 1部

〃(電子媒体) USB 1部
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令和2年度　　A第93103号
羽後２期地区
草地畜産基盤整備事業 業務委託

公所名等 公益社団法人　秋田県農業公社　

事 業 名 草地畜産基盤整備事業

地 区 名 羽後２期

業 務 名 羽後２期地区 草地畜産基盤整備事業　A第93103号業務委託

業務場所 雄勝郡羽後町

金抜き設計書
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【業務価格内訳表】 土田秀成 A第93103号

　1　建築設計業務 1 式

　2　地質調査業務 1 式

計

単位 金　額 備　　考

　業　務　費

　　・業務価格

　　・消費税相当額(10%)

項　目　名 数　量

項　目　名 金　額 備　　考
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【建築明細表】  

1 　建築設計業務 1 式

1-1直接人件費 57 人

1-2諸経費 %

備　　考名　　称　(規　格) 数　量 単位 単価 金　額
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【調査明細表】  

2 　地質調査業務 1 式

2-1直接調査費 1 式

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 18 m

2-2間接調査費 1 式

旅費交通費(調査外業日帰り) 1 式

2-3諸経費 %

備　　考名　　称　(規　格) 数　量 単位 単価 金　額
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【単価一覧表】  

数　量 単　位 単　価 金　額 備　　考

単　1 旅費交通費(調査外業日帰用) 式 0
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名　　称(規　格)
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【単価表】  

数　量 単　位 単　価 金　額 備　　考

単　1 旅費交通費(調査外業日帰用) 式 1式 当たり算出
　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(二輪駆動)
　乗車定員5名、排気量1.5L 1 日
　ｶﾞｿﾘﾝ
　JIS2号　ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ 2.6 L

合計

単価 式

-6-

名　　称(規　格)
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